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令和２年第４回東洋町議会定例会 令和２年１２月８日 火曜日 

 

議事のてんまつ 
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（西岡 尚宏議長） 

みなさん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

よって、定足数に達しております。 

会議に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症等の予防のた

め、東洋町議会では、皆さまにはマスクの着用と手のアルコール

消毒をお願いしております。 

ご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

発言者についてもマスクを着用することといたします。 

マスク着用については、十分気を付けてください。 

これより、令和２年第４回東洋町議会定例会を開会します。 

（開会時間：９時００分） 

直ちに、本日の会議に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、会議録署名議員

の指名、会期の決定のほか議案として条例１件、補正予算４件の

計５件であります。 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

まず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委

員から令和２年８月から１０月分の例月出納検査の結果につい

て、不都合は認められないとの報告が提出されております。 

また、地方自治法第１９９条第９項の規定により、令和２年１

１月実施の定期監査の報告が提出されております。 

次に、閉会中の議員派遣２件について報告があり、代表派遣議

員から提出されております。 
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以上をもって、諸般の報告を終わります。 

日程に入るに先立ちまして、町長から行政報告について発言の

申出がありましたので、これを許します。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 皆さん、おはようございます。 

本日、令和２年第４回定例会を招集いたしましたところ、議員

の皆様には、師走を迎え何かとご多忙のところ、全員のご参集を

賜りまして、誠にありがとうございます。 

 今議会への提出案件でございますが、人事院勧告に基づきます

人件費の減額補正など、補正予算案４件、条例の改正案１件、併

せて５件の議案を提案させていただきます。 

 適切なご審議とご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 昨年は、台風１５号や１９号により関東地方では甚大な被災状

況がございましたが、本年では７月の記録的な豪雨など熊本県を

中心に全国の広い範囲で多くの人命や財産が失われるなど、甚大

な被害をもたらしております。 

 自然災害が、全国各地で毎年のように発生をしております。 

 令和２年度に終了する防災、減災、国土強靱化のための３か年

緊急対策につきましては、激甚化、広域化する自然災害に対応す

るため、さらに５か年の延長と拡充を全国町村会といたしまして

も強く要望してきたところでございます。 

 また、本年は新型コロナウィルス感染症の拡大が国民生活及び

経済活動に甚大な影響をもたらしているところでありまして、本

県も現在第三波の余波を受けまして、安芸福祉保健所管内におき
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ましても発症事例が報告される事態となっております。 

 国におきましては、新型コロナ対策を最優先課題に掲げ、感染

拡大防止と経済再生に向けた各般の施策を講じていただいてい

るところでございますが、国土強靱化に向け、公共事業費を含め

た第三次補正予算が検討されております。 

１５か月予算とする補正予算と当初予算の編成方針が、１２月

中に閣議決定される予定となっております。 

 また、令和３年３月末で期限を迎えます現行の過疎対策特別措

置法につきましては、新たな過疎対策法が制定される見込みとな

っております。 

 日本国全体が人口減少社会に転じる中、過疎地域である本町に

おきましても税源に乏しく、財政基盤が脆弱であり、極めて厳し

い財政運営を余儀なくされてきたところであります。 

 これまでには、過疎対策事業の活用により生活環境の整備や産

業振興など主要な事業に最大限に活用してまいりました。 

 今後も中長期的な視点に立って、継続して取り組むことができ

るよう、新たな過疎法の制定に強く期待を寄せているところでご

ざいます。 

 ふるさと納税についてでございますが、令和２年９月１日に返

礼割合などの見直しを実施してまいりました本町のふるさと納

税につきましては、１１月末日現在の寄付額でございますが、６

１１１万５７５０円、申込み件数では、６８８２件、前年同期と

比較いたしまして１６．４パーセントの増、件数では弱冠の１．

８パーセント増となっております。 

 見直しの影響につきましては、現在のところ大きな影響や変化

はないものと考えているところでございます。   
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 続きまして安芸広域租税債権管理機構の執行状況について、ご

報告申し上げます。令和２年１１月末日現在でございますが、引

受金額は約１億７０８６万円（正：１億７９８６万円）でござい

まして、収納額は６８４６万円となっております。引受件数１７

６件のうち完納件数は４７件となっているところでございます。

東洋町分でございますけれども、私債権を含め引受件数２３件中

完納件数は７件となっておりまして、収納額は約１００２万円、

収納率は１７．２パーセントとなっているところでございます。 

 年度末に向けまして徴収の強化に努めているところでござい

ます。 

 四国８の字ネットワークについてでございますが、四国８の字

ネットワークを形成する高知東部自動車道の高知南国道路、高知

ＪＣＴから高知南ＩＣ間の６．２キロメートル区間が、令和２年

度内の開通予定となっております。 

 また、本年度に阿南安芸自動車道の一部野根から安倉道路の

８．５キロメートルが、国の直轄権限代行により新規事業化をさ

れまして、８月には設計に必要な測量、調査等の地元説明会が開

催をされております。海陽町から野根間の海部野根道路につきま

しては、１１月に３日間の日程で設計協議の説明会が開催をされ

ました。 

 また１２月５日には、阿南安芸自動車道の一部となります国道

４９３号の小島トンネル、９１３メートルでございますけれど

も、小島トンネルの開通式典が行われております。 

  このように高知県東部におきましても整備促進に向けまして、

着実に事業が推進されているところでございます。 

 なお、１１月２２日には阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会



９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

として、１２団体の参加でございましたけれども、直接、赤羽国

土交通大臣に早期整備に向けての道路予算の確保など要望活動

を実施いたしております。 

 コロナ禍の情勢となっておりますが、今後も国土強靱化への取

組と同時に道路網の整備に各団体と連携して取り組んでまいり

たいと思っております。 

 最後になりますけれども、毎年１２月議会では、翌年１月早々

から、多くの諸行事が控えておりますとの挨拶をしてまいりまし

たけれども、１月３日の成人式につきましては簡素化して挙行い

たしたいと思っております。 

 １月５日の消防出初め式につきましては中止の判断をしてい

るところでございます。 

 新型コロナの終息が見えない中、皆様におかれましては、冷静

な判断と行動をお願い申し上げますとともに、年末年始、ご自愛

くださりますようご祈念を申し上げまして、簡単でございますけ

れども１２月定例会の開会の挨拶といたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、８番、福島登君並びに２番、髙畠俊彦君を指名します。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。 
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議長 

髙畠議会運営委員長。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

 皆さま、おはようございます。 

令和２年第４回定例会議会運営委員会の報告を行います。 

１２月４日に議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について協議いたしました結果、本定例会の会期は、本日

８日から１２月１１日金曜日までの４日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に提出者から提案理由の説

明を受け、本日８日の本会議散会後から委員会及び議案審査のた

めの休会、１１日に再開し、審議、採決の後に一般質問を行う。 

新型コロナウイルス感染症対策として、６月定例会より運用し

ているとおり時間短縮をし、議案質疑は一問一答方式の時間制と

し、議案全体で１人３０分以内、答弁者も３０分以内とする。 

次に、一般質問については一問一答方式の時間制とし、質問全

体で質問時間を１人２０分間とする。 

また、執行部の答弁時間も２０分間とする。 

なお、議案質疑及び一般質問については、議会会議規則第６４

条の２の規定により反問権を行使することができる。 

また、反問権も制限時間に含めることとする。 

一般質問の通告期限は、本日８日午後５時まで。 

議案質疑の通告期限は、明日９日水曜日正午までとする。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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議会運営委員長の報告が終わりました。 

ここでお諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は本日から

１２月１１日までの４日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（議席より、異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２月１１日までの４日間と決定いた

しました。 

日程第３、議案第４５号、東洋町国民健康保険税条例の一部を

改正することについての件から、日程第７、議案第４９号、令和

２年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第２号を定めるこ

とについてまでの５件を、この際一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

直ちに、提出者の説明を求めます。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

それでは、ご提案を申し上げます。 

議案第４５号、東洋町国民健康保険税条例の一部を改正するこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議

会の議決を求める。 

令和２年１２月８日提出でございます。 

提案理由でございます。 

 今回の改正は、令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直し
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におきまして、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ１０

万円の振替等が行われることに伴いまして、国民健康保険税の負

担水準に関して不利益等が生じないように軽減判定基準の基礎

控除額を引き上げるために、本町の国民健康保険税条例の一部を

改正しようとするものでございます。 

なお、内容につきましては税務課長が説明をいたします。 

議案第４６号、令和２年度東洋町一般会計補正予算第４号を定

めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

令和２年１２月８日提出でございます。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ６６４８万円を追加をいたしまして、予算総

額を歳入歳出それぞれ４３億２４０万５千円とするものでござ

います。 

歳入では地方交付税、国庫支出金、県支出金、寄附金、町債な

どを計上いたしております。 

歳出では、人事院勧告などに伴います人件費を減額いたしまし

て、廃止路線代替バス運行費補助金、東洋町がんばる農業支援事

業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制システム改修

委託、体育館非構造部材改修工事などを計上をいたしておりま

す。 

なお、内容につきましては総務課長が説明をいたします。 

続きまして議案第４７号、令和２年度東洋町介護保険事業特別

会計補正予算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１２月８日でございます。 
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提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ３７４５万３千円を追加し、予算総額を歳入

歳出それぞれ６億１５８０万３千円とするものでございます。 

歳入では国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金を計

上いたしております。 

歳出では職員の人件費、施設介護サービス等諸費、地域密着型

介護サービス給付費などを計上いたしております。 

なお、内容につきましては地域包括支援センター事務局長が説

明をいたします。 

議案第４８号でございます。 

令和２年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算

第１号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により議会の議決を求める。 

令和２年１２月８日提出でございます。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ９１万５千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ４９７５万２千円とするものでございます。 

歳入では繰越金、国庫支出金を計上をいたしております。 

歳出では高齢者医療制度システム改修費を計上をいたしてお

ります。 

なお、内容につきましては住民課長が説明をいたします。 

続きまして議案第４９号でございます。 

令和２年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第２号を定

めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

令和２年１２月８日提出でございます。 
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提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ１７６万１千円を追加し、予算総額を歳入歳

出それぞれ６３１８万６千円とするものでございます。 

歳入では繰越金、繰入金などを計上いたしております。 

歳出では海の駅事業費などを計上いたしております。 

なお、内容につきましては産業建設課長が説明をいたします。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

近藤税務課長。 

 

（近藤 真人税務課長） 

 それでは、私の方から議案第４５号、東洋町国民健康保険税

条例の一部を改正することについてご説明いたします。 

 今回の改正は、平成３０年度の税制改正により令和３年１月１

日から施行される個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税

の負担水準に関して不利益等が生じないよう本町の国民健康保

険税条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  改正条文は、議案関係資料の１ページからとなっております。 

 新旧対照表は、１ページからとなっております。 

 主な改正内容について、新旧対照表によりご説明いたします。 

まず、１ページから７ページにかけてでございます。 

 第２３条では、国保税の軽減措置の判定基準となる金額の見直

しをしております。 

個人所得課税の見直しで給与所得控除額と公的年金等控除額
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が一律１０万円引き下げられ、基礎控除額が１０万円引き上げら

れることによって、国保税の軽減判定所得が増額となることから

軽減基準額の基礎控除額３３万円を４３万円に引き上げる改正

をしております。 

  また、被保険者のうち一定額以上の所得がある給与所得者と年

金所得者が２人以上いる世帯は、個人所得課税見直し後において

国保税の軽減措置に該当しにくくなることから、その給与所得者

等の数から１を引いた数に１０万円を掛けた額を軽減基準額に

加える改正をしております。 

次に、８ページでございます。 

 附則第２項では、公的年金等所得に係る国民健康保険税の課税

の特例について、読み替え規定を改正しております。 

以上が、国民健康保険税条例の改正内容となっております。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 おはようございます。 

 それでは、私から議案第４６号、令和２年度東洋町一般会計補

正予算第４号を定めることについてご説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正では、歳入歳出それぞれ６６４８万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億２４０万５千円と

するものでございます。 
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 ３ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

私の方から、議案第４７号、令和２年度東洋町介護保険事業特

別会計補正予算第２号を定めることについてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ３７４５万３千円を追加し、

予算総額を歳入歳出それぞれ６億１５８０万３千円とするもの

で、歳入では保険給付費等の追加分の受入れなど、歳出では介護

サービス費等給付に基づき各サービス費を追加するものなどと

なっております。 

予算書の２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

小池住民課長。 

 

（小池 昭平住民課長） 

それでは、私の方から議案第４８号、令和２年度東洋町後期高

齢者医療保険事業特別会計補正予算第１号を定めることについ

てご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。 

今回の補正案では歳入歳出それぞれ９１万５千円を追加し、予



１７ 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

税務課長 

 

 

算総額を歳入歳出それぞれ４９７５万２千円とするものでござ

います。 

次に、２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

それでは、私の方から議案第４９号、令和２年度東洋町観光施

設事業特別会計補正予算第２号につきまして、ご説明をいたしま

す。 

歳入歳出それぞれ１７６万１千円を追加し、予算総額を歳入歳

出それぞれ６３１８万６千円とするものでございます。 

予算書の６ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ここで、最初の議案第４５号の東洋町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例ですが、そこの新旧対照表の２ページにちょっ

と不備がありましたので、近藤税務課長が説明をいたします。 

 近藤税務課長。 

 

（近藤 真人税務課長） 

資料の訂正をお願いいたします。 

新旧対照表の２ページでございます。 
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２ページの右側、下線部の下から３行目から２行目にかけての

４万円とありますが、これを４３万円に訂正をお願いいたしま

す。 

 

（西岡 尚宏議長） 

皆さん、分かりましたか。 

 

（近藤 真人税務課長） 

 以上です。 

 

（西岡 尚宏議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明が全て終了いたしまし

た。 

ここでお諮りいたします。 

冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休会

とし、審議、採決並びに一般質問のため、１１日午前９時から再

開したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（議席より、異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

本日は、これにて散会します。 

次回の議会放送は、１１日午前９時から放送します。 

これにて議会放送を終了いたします。 

どうもお疲れさまでございました。 

（散会時間：９時５７分） 
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